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                                           平成２８年１０月１２日 

 

各都道府県介護保険主管部（局）長 殿 

 

厚生労働省老健局介護保険計画課長 

        （ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

「高額医療合算介護サービス費等の支給の運用等について」の一部改正について 

 

 
 

介護保険法(平成 9 年法律第 123 号。以下「法」という。)第 51 条の２に規定する

高額医療合算介護サービス費及び法第 61 条の２に規定する高額医療合算介護予防サ

ービス費の支給に係る申請書等の様式については、「高額医療合算介護サービス費等

の支給の運用等について」（平成 21 年１月 16 日老介発第 0116001 号）においてお示

ししているところであるが、今般、下記のとおり改正したため、貴職においてこれを

御了知の上、管内市町村等に周知徹底をお願いする。   

 

 

記 

 
 
１．標記通知の「別添１」の申請書の様式について、本通知の別紙１のとおり、裏

面の備考欄に新たな記載を追加する。 

   これは、介護保険者が付番する自己負担額証明書の整理番号の番号体系におい

て介護保険給付と介護予防・日常生活支援総合事業（以下、総合事業という。）

を区別するためである。 

 

 

 ２．「「高額医療合算介護サービス費等の支給の運用等について」の一部改正につい

て」（平成 28 年３月 31 日老介発 0331 第３号。以下「平成 28 年通知」という。）

の「別添１」で示した、総合事業における高額医療合算介護予防サービス費相当

の事業に係る自己負担額証明書の様式を本通知の別紙２のとおり改正し、標記通

知の別添２の２とする。 



 

これは、医療保険者による高額医療合算介護サービス費等の支給額計算におい

て、誤って総合事業の自己負担額を含めることがないよう、総合事業における高

額医療合算介護予防サービス費相当の事業に係る自己負担額証明書に記載され

た情報を登録する手続きを不要することによるものである。なお、被保険者の申

請手続きの煩雑化を避ける観点から、総合事業における高額医療合算介護予防サ

ービス費相当の事業に係る自己負担額証明書については、引き続き医療保険者に

て受付を行い、医療保険者から介護保険者へ連携するものとする。 

 

 

３．標記通知の２（１）を別紙３のとおり改正する。 

なお、本通知については、原則本日より適用することとするが、各保険者にお

ける総合事業の実施時期等を踏まえ、各保険者の判断によりこれと異なる適用日

とすることも可能である。 

また、システム改修の時期等の理由により、本通知の別紙２に代わり、平成 28

年通知の別添１の様式を引き続き使用する場合には、医療保険者が支給額計算に

おいて、総合事業の自己負担額を含めることがないよう、医療保険者向け連絡事

項の「国保連合会に国民健康保険分の支給額計算等事務を委託している場合、又

は後期高齢者医療広域連合電算処理システムにて支給額計算等事務を行う場合、

当該証明書情報を国保連合会介護保険審査支払等システムにて処理が行えるよ

うデータでの登録をお願いします。」の記載をマスキングする等の対応を行われ

たい。  

 



（保険者等記入欄）

1

2

3

〒９９９－９９９９ ○○県○○市△△町１－１  平成 年 月 日

○○市長 国保太郎 殿

 ① 上記対象者について、高額介護合算療養費（高額医療合算介護（予防）サービス費）の支給を申請します。 郵便番号 住所

 ② 上記対象者について、自己負担額証明書の交付を申請します。 申請代表者

氏名 印

電話番号

高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

申請対象年度 申請区分 1.新規 2.変更 3.取下げ 支給申請書整理番号

個人番号

氏 名 計算期間の始期及び終期

フリガナ

生年月日 性別

1.世 帯 主
2.擬制世帯主
3.世 帯 員

年 月 日から 年 月 日まで

国民健康保険資格情報

保険者番号 被保険者証記号 被保険者証番号 続柄 保険者名称 加入期間

後期高齢者医療資格情報

保険者番号 被保険者番号 広域連合名称 加入期間

年 月 日から 年 月 日まで

介護保険資格情報

保険者番号 被保険者番号 保険者名称 加入期間

年 月 日から 年 月 日まで

支給方法 口座管理
番号 振込口座

記 入 欄

銀 行
信用金庫
信用組合

金融機関コード
本 店
支 店
出張所

１．窓口払い
２．口座振込 １

店舗コード 種目 口座番号 フリガナ 振込先口座
管理番号

口座名義人
１.普通預金
２.当座預金
９.そ の 他

保険者
加入歴

保険者名 加入期間 添付の自己負担額証明書整理番号

備考欄

年 月 日から
年 月 日まで

枚中 枚目

年 月 日から
年 月 日まで

年 月 日から
年 月 日まで

※自己負担額証明書の交付申請を行う場合、①・②のいずれも丸で囲んで下さい。
高額介護合算療養費（高額医療合算介護（予防）サービス費）の支給申請を行う場合、①のみを丸で囲んで下さい。

別紙１



備考

１．この用紙は、日本工業規格Ａ列４番とすること。

ご記入上の注意事項等

１．高額介護合算療養費等支給申請について

（１）医療保険の自己負担額と介護保険の自己負担額を合計した結果、一定の限度額を超えた場合に、その超えた額が高額介護合算療養費（高額医療合算介護（予防）サービス費）として支給されます。

（２）各資格情報欄については、申請対象年度末日（記載年の７月末日）に加入する医療保険（介護保険）の資格情報を記載して下さい。

（３）国民健康保険資格情報の続柄欄、「2.擬制世帯主」とは世帯員が国保の被保険者であるが、世帯主は国保の加入者ではない場合を指します。

（４）計算期間の始期及び終期の間に加入する医療保険（介護保険）に変更があった場合、保険者加入暦欄に以前に加入していた医療保険（介護保険）の保険者名称（広域連合名称）と加入期間を記載し、

また同保険者（広域連合）加入時の自己負担額証明書を添付する場合には同証明書整理番号を記載して下さい。添付する同証明書がない場合には、「添付なし」と記載して下さい。

なお、申請対象年度末日に加入している医療保険（介護保険）については、当該保険者加入歴欄への記載は不要です。

（５）複数名の支給額の同一口座への振込を希望する場合、該当者の振込口座記載欄（金融機関名から口座名義人まで）は記載せず、振込先口座管理番号欄に希望振込先口座の口座管理番号を記載して

下さい。

例）口座管理番号２の被保険者への支給額を、口座管理番号１の被保険者の口座へ振り込んでほしい場合、口座管理番号２の被保険者の振込口座記載欄は記載せず、振込先口座管理番号欄に１と

記載する。

（６）備考欄には、以下の内容を記載して下さい。

①国民健康保険、後期高齢者医療の被保険者

・当該医療保険者（広域連合）の所在地、及び同医療保険者における計算期間内の受診歴（以前に加入していた医療保険者における受診歴は記載する必要はありません。）

②健保組合等被用者保険の被保険者で介護保険の被保険者

・健保組合等被用者保険の名称、所在地、及び同保険者における計算期間内の受診歴

③死亡・海外移住・生保適用等により計算期間の途中に被保険者資格を喪失した者（ただし、介護保険適用除外施設入所・他保険者への転出による資格喪失者を除く）

・被保険者資格を喪失した年月日、被保険者資格を喪失した事由

（７）国民健康保険における高額介護合算療養費は、世帯主・世帯員の支給合計額が世帯主（擬制世帯主）の口座に振り込まれることとなりますので、ご留意下さい。

（８）２名を超える対象者を記載する場合等、複数枚に渡ることがわかるよう、右下の頁欄に全体の枚数と何枚目かを記載して下さい。

（９）介護保険被保険者証が交付されていない介護保険被保険者については、介護保険情報（保険者番号、被保険者番号、保険者の名称、加入期間）の記載は不要です。

（１０）介護保険で給付制限を受けており、自己負担が３割となっている方については、その給付制限期間中は自己負担額が零として計算されることとなり、高額医療合算介護（予防）サービス費の支給

ができない場合があります。

２．自己負担額証明書交付申請について

（１）自己負担額証明書の交付を申請する場合、必ず同じ市町村の保険者番号を記載して下さい（２以上の市町村の保険者番号を記載しないで下さい）。

（２）各医療保険（介護保険）資格情報ごとに、複数保険者分の自己負担額証明書が必要である場合、それぞれの保険者へ申請する必要があります。

保険者記入上等の注意事項

１．複数枚に渡る支給申請の受付時において、右上の支給申請書整理番号には提出者単位で同一の番号を記載すること。

２．支給申請書整理番号は以下の番号体系とすること。

「ＧＹＹ（申請対象年度和暦、平成の場合、Ｇは“４”）＋保険者番号８桁（介護保険者の場合、先頭２桁を“９９”とする）＋保険者が付する通し番号６桁」（計１７桁）

なお、保険者が付する通し番号は、申請対象年度ごとに申請受付順に１から付番すること。

３．保険者加入歴に介護保険（総合事業）自己負担額証明書の情報（保険者名、加入期間、添付の自己負担額証明書整理番号）が記載されている場合、介護保険者においてのみ使用するため、

医療保険者は、システムへの登録を行わないこと。

なお、介護保険（総合事業）自己負担額証明書整理番号の番号体系については、以下のとおり。

「証明対象年度西暦（４桁）＋“９８”＋保険者番号（６桁）＋保険者が付する通し番号（８桁）」





備考
１．この用紙は、日本工業規格Ａ列４番とすること。

記入上の注意事項
１

２

３

４

５

６ ．【保険者連絡用】の（計算結果送付先）については、計算結果の送付先が（問い合わせ先）と異なる場合
のみ記載すること。

．「証明対象年度」欄には、「対象となる計算期間」欄の開始年月日が属する年を記載すること。

．「自己負担額証明書整理番号」は以下の番号体系にて採番した番号を記載すること。
「証明対象年度西暦（４桁）＋９８＋保険者番号（６桁）＋保険者が付する通し番号（８桁）」
なお、保険者が付する通し番号は、証明対象年度ごとに発行順に１から付番すること。

．「対象となる計算期間」中に、当該介護保険において複数の被保険者期間を有する等により被保険者番号
が複数ある場合は、次のいずれかにより記載すること。
① すべての被保険者番号に係る被保険者期間を通算して記載する場合

「被保険者番号」欄には基準日の直近に使用していたもののみを記載すること。
また、被保険者期間に空白期間がある場合については、「計算期間において被保険者であった期間」欄の

初日については、計算期間中の最初の資格取得日（計算期間の初日以前の資格取得の場合は計算期間の初
日）を、同欄の末日については、計算期間中の最後の資格喪失日の前日を記載することとし、その間の資格
取得日及び資格喪失日（空白期間に係るものに限る。）をそれぞれの日が属する月の「摘要」欄に記載する
こと。

例．４月１日に資格喪失し、５月１日に再度資格取得した場合
４月分の摘要欄：「４月１日資格喪失」 ５月分の摘要欄：「５月１日資格取得」

② 被保険者番号ごとに証明書を発行する場合
「被保険者番号」欄及び「計算期間において被保険者であった期間」欄には、当該証明書に記載する被保

険者期間に係るものを記載すること。

．市町村において給付制限相当事業を行っている場合に、「対象となる計算期間」中に給付制限を受けてい
るときは、その期間については、該当月の「自己負担額」欄（「うち７０歳～７４歳の者に係る自己負担
額」欄）には零を記載し、「摘要」欄に「給付額減額」と記載すること。

．【保険者連絡用】の（問い合わせ先）については、自己負担額証明書の提出先の保険者からの照会に対応
可能な連絡先を記載すること。



 

「高額医療合算介護サービス費等の支給の運用等について」新旧対照表 

改正後（新） 改正前（旧） 

１（略） 

２（１）申請書等の様式について 

・ 規則第83条の４の４第１項の高額医療合算介護(予防)サー

ビス費の支給に係る申請書の様式については、別添１を例とす

ること。 

・ 規則第83 条の４の４第２項の証明書の様式については、別

添２とすること。なお、証明書の様式については、医療保険者

の事務処理上共通のものとしていることから、当該様式を用い

ること。また、別添２の様式中 「自己負担額証明書整理番号」

については、左からに証明対象年度の西暦(４桁) ＋99＋介護

保険者の保険者番号(６桁)＋介護保険者が付する通し番号(８

桁)と記載するものとする。 

なお、介護予防・日常生活支援総合事業における高額医療合

算介護予防サービス費相当の事業を実施する場合には、証明書

の様式については別添２を用いず別添２の２を用いること。ま

た、別添２の２の様式中「自己負担額証明書整理番号」につい

ては、左から順に「証明対象年度の西暦（４桁）＋９８＋介護

保険者の保険者番号（６桁）＋介護保険者が付する通し番号（８

桁）」と記載するものとする。 

１（略） 

２（１）申請書等の様式について 

・ 規則第83 条の４の４第１項の高額医療合算介護(予防)サー

ビス費の支給に係る申請書の様式については、別添１を例とす

ること。 

・ 規則第83 条の４の４第２項の証明書の様式については、別

添２とすること(ただし、初年度計算期間に係る基準日被保険

者及び当該期間内に基準日を有する精算対象者については、別

添３とすること。)。なお、証明書の様式については、医療保

険者の事務処理上共通のものとしていることから、当該様式を

用いること。また、別添２及び別添３の様式中「自己負担額証

明書整理番号」については、左からに証明対象年度の西暦(４

桁) ＋99＋介護保険者の保険者番号(６桁)+介護保険者が付す

る通し番号 (８ 桁)と記載するものとする。 

・ 規則第83条の４の４第３項又は第４項の通知に係る支給決定

通知書の様式については、別添４を例とすること。 

２（３）（４）（略） 

 

 

別紙３ 

（傍線部分は改正部分） 



 

 

・ 規則第83条の４の４第３項又は第４項の通知に係る支給決

定通知書の様式については、別添４を例とすること。 

２（３）（４）（略） 

 



                            老介発第 0116001 号 

                             平成 21 年 1 月 16 日 

 各都道府県介護保険主管部(局) 長  殿 

  

厚生労働省老健局介護保険課長 

 

 

高額医療合算介護サービス費等の支給の運用等について 

 

介護保険法(平成９年法律第 123 号。以下「法」という。) 第 51 条の２に規定する

高額医療合算介護サービス費及び法第 61 条の２に規定する高額医療合算介護予防サー

ビス費に係る支給要件等については、介護保険法施行令(平成 10年政令第 412 号。以下

「令」という。)第 22 条の３及び第 29 条の３並びに介護保険法施行規則(平成 11 年厚

生省令第 36 号。以下「規則」という。)第 83 条の４の２から第 83 条の４の４まで及び

第 97 条の２の２において明らかにし、これらの規定の趣旨及び主な内容については、

「健康保険法施行令等の一部を改正する政令及び健康保険法施行規則等の一部を改正

する省令等の施行について」(平成 20 年６月 30 日老発第 0630002 号、保発第 0630001

号)により示しているところであるが、その運用の詳細については下記のとおりであり、

平成 20 年４月１日から適用しているところなので、御了知の上、貴管内市町村、関係

団体、関係機関等にその周知徹底をお願いする。 

 

記 

 

1 高額医療合算介護（予防）サーヒス費の支給事務の運用の詳細について 

(１) 令第 22 条の３第５項（令第 29 条の３第２項において準用する場合を含む。）

及び規則第 83 条の４の４第６項（規則第 97 条の２の２において準用する場合を

含む。）の適用について 

市町村は、計算期間(前年８月１日から７月 31 日までの 1 年間(施行当初の計

算期間は平成 20年４月１日から平成 21年７月 31 日までの 16ヶ月間。以下「初

年度計算期間」という。）。以下同じ。)において、市町村が行う介護保険の被保

険者であった者であって当該市町村の基準日被保険者（基準日（７月 31日）に

属する介護保険の保険者（以下「介護保険者」という。）から高額医療合算介護

（予防）サービス費の支給を受ける者。以下同じ。）ではないものについても、

基準日被保険者と同様に高額医療合算介護（予防）サービス費の支給の申請を

受け付けることとなる。具体的な対象者は、 

ア  計算期間の途中に当該市町村から転出して他の市町村に転入し、当該他の

改正後全文 



市町村の行う介護保険の被保険者となった者 

イ 計算期間の途中に適用除外施設に入所したことにより、介護保険の被保険

者でなくなった者 

ウ 計算期間の途中に海外に移住したことにより、介護保険の被保険者でなく

なった者 

などである。 

なお、これらの者の高額医療合算介護(予防)サービス費の支給における基準

日も７月 31 日であり、当該基準日の翌日以降に申請を受け付けること。 

(２) 令第 22 条の３第９項(令第 29 条の３第２項において準用する場合を含む。)

及び規則第 83 条の４の３の適用について 

当該市町村の行う介護保険の被保険者又は被保険者であった者が、計算期間

の途中において、医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなった

場合は、その被保険者でなくなった日の前日を基準日として精算することとな

る(当該者を以下「精算対象者」という。)。具体的には、以下の場合がある。

また、精算対象者に対する高額医療合算介護(予防)サービス費の支給額を計算

するためには、合算対象者の自己負担額を把握する必要がある。このため、規

則第 83 条の４の４第５項の規定により、精算対象者の合算対象者からの申請を

受け、当該合算対象者に自己負担額証明書を交付することとなる。当該自己負

担額証明書は精算対象者に係る基準日時点のものとすること。市町村におかれ

ては、精算対象者の高額医療合算介護(予防)サービス費の申請には、合算対象

者の自己負担額証明書の申請も必要であることを周知しておくとともに、当該

支給申請の際にもその旨を説明するなど、申請者の理解への配慮をお願いする。 

ア  計算期間中に死亡した場合 

基準日は、死亡した日となる。 

計算期間中に死亡した者の高額医療合算介護(予防)サービス費の支給の申

請は、高額介護サービス費制度との均衡上、当該死亡した者の相続人が相続す

ることとなり、申請手続等も行うこととなる。 

イ 計算期間中に生活保護が開始され、医療保険の加入者でなくなった場合 

基準日は、生活保護が開始される前日となる。 

ウ 計算期間中に海外に移住し、海外において医療保険に加入していない場合 

基準日は、医療保険から脱退した日の前日となる。 

(３) 規則第 83条の４の４第３項（規則第 97条の２の２において準用する場合を含

む。）の適用について 

介護保険者は、医療保険者から被保険者に対する高額医療合算介護（予防）サ

ービス費の支給額の通知を受けたときに、当該被保険者に当該額を通知し、支給

することとなるが、基準日の翌日から２年以内に医療保険者から通知がない場合



は、介護保険者は申請書が提出されなかったものとみなすことができることとす

る。ただし、この場合、当該被保険者に申請書を提出しなかったものとして差し

支えないか確認をする必要がある。なお、当該規定は、当該被保険者からの再申

請を妨げない。 

(４)  規則第 83 条の４の４第４項(規則第 97条の２の２において準用する場合を含 

む。)の適用について 

令第 22 条の３第６項第３号ニ、令第 22条の３第７項第１号ニ、令第 22 条の

３第７項第２号ニに掲げる場合については、介護保険者で再計算し、医療保険者

から通知された額を修正した上で、被保険者に対し当該修正額を通知し支給する

ものとする。具体的には、医療保険と介護保険の自己負担の合算額から 31万円(初

年度 41 万円)を控除し、令第 22 条の３第２項に規定する医療合算按分率を乗じ、

更に同項に規定する被保険者医療合算按分率を乗じた額を高額医療合算介護(予

防)サービス費として当該被保険者に支給することとなる。 

２ 高額医療合算介護(予防)サービス費の支給に係る申請手続の取扱いについて 

（１） 申請書等の様式について 

・ 規則第 83 条４の４第１項の高額医療合算介護(予防)サービス費の支給に係る申

請書の様式については、別添１を例とすること。 

・ 規則第 83 条の４の４第２項の証明書の様式については、別添２とすること。な

お、証明書の様式については、医療保険者の事務処理上共通のものとしていること

から、当該様式を用いること。また、別添２の様式中「自己負担額証明書整理番号」

については、左からに証明対象年度の西暦(４桁)＋99＋介護保険者の保険者番号

(６桁)＋介護保険者が付する通し番号(８桁)と記載するものとする。 

なお、介護予防・日常生活支援総合事業における高額医療合算介護予防サービ

ス費相当の事業を実施する場合には、証明書の様式については別添２を用いず別

添２の２を用いること。また、別添２の２の様式中「自己負担額証明書整理番号」

については、左から順に「証明対象年度の西暦（４桁）＋98＋介護保険者の保険

者番号（６桁）＋介護保険者が付する通し番号（８桁）」と記載するものとする。 

・ 規則第 83 条の４の４第３項又は第４項の通知に係る支給決定通知書の様式につ

いては、別添４を例とすること。 

（２） 申請手続の負担軽減について 

高額医療合算介護(予防)サービス費の支給対象となる被保険者等について申請

に係る負担を軽減するため、 

ア 申請時に利用者負担額の申告及び領収書の添付等利用者負担額の証明を求め

ない。 

イ 高額医療合算介護(予防)サーピス費の受け取りについても、当該被保険者の

申請時に指定した口座に振り込む。 



など適切に対応されたいこと。 

（３） 申請者に係る介護保険と医療保険の事務を同一の市町村が行う場合等の取り扱

いについて 

ア  高額医療合算介護(予防)サービス費の支給対象となる被保険者が、計算期間

の末日において、当該被保険者に係る介護保険を行う市町村と同一の市町村が

行う国民健康保険の被保険者たる世帯主である場合等、高額医療合算介護(予

防)サービス費の支給事務を高額介護合算療養費の支給事務と同一の市町村が

行う場合にあっては、国民健康保険担当課において、高額介護合算療養費の支

給申請と高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請を併せて受け付けるこ

と。 

また、高額医療合算介護(予防)サービス費の支給対象となる被保険者が、計

算期間の末日において、当該被保険者に係る介護保険を行う市町村と同一の市

町村が加入する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であ

る場合にあっては、当該市町村の後期高齢者医療担当課において、高額介護合

算療養費の支給申請と高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請を併せて

受け付けること。 

なお、当該申請に係る被保険者について、計算期間内において住所異動等に

より介護保険等の保険者が変更されている場合であって当該住所異動等以前に

医療又は介護サービスを利用している場合、従前の保険者に係る自己負担額証

明書を添付する必要があるため、申請者に対して注意喚起するなど申請手続の

際に適切な対応を図られたい。 

イ  その際の申請の様式については、別添 1を例とすること。 



（保険者等記入欄）

1

2

3

〒９９９－９９９９ ○○県○○市△△町１－１  平成 年 月 日

○○市長 国保太郎 殿

 ① 上記対象者について、高額介護合算療養費（高額医療合算介護（予防）サービス費）の支給を申請します。 郵便番号 住所

 ② 上記対象者について、自己負担額証明書の交付を申請します。 申請代表者

氏名 印

電話番号

枚中 枚目

年 月 日から
年 月 日まで

年 月 日から
年 月 日まで

保険者
加入歴

保険者名 加入期間 添付の自己負担額証明書整理番号

備考欄

年 月 日から
年 月 日まで

店舗コード 種目 口座番号 フリガナ 振込先口座
管理番号

口座名義人
１.普通預金
２.当座預金
９.そ の 他

支給方法 口座管理
番号 振込口座

記 入 欄

銀 行
信用金庫
信用組合

金融機関コード
本 店
支 店
出張所

１．窓口払い
２．口座振込 １

介護保険資格情報

保険者番号 被保険者番号 保険者名称 加入期間

年 月 日から 年 月 日まで

後期高齢者医療資格情報

保険者番号 被保険者番号 広域連合名称 加入期間

年 月 日から 年 月 日まで

1.世 帯 主
2.擬制世帯主
3.世 帯 員

年 月 日から 年 月 日まで

国民健康保険資格情報

保険者番号 被保険者証記号 被保険者証番号 続柄 保険者名称 加入期間

個人番号

氏 名 計算期間の始期及び終期

フリガナ

生年月日 性別

高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

申請対象年度 申請区分 1.新規 2.変更 3.取下げ 支給申請書整理番号

※自己負担額証明書の交付申請を行う場合、①・②のいずれも丸で囲んで下さい。
高額介護合算療養費（高額医療合算介護（予防）サービス費）の支給申請を行う場合、①のみを丸で囲んで下さい。

（別添１）



備考

１．この用紙は、日本工業規格Ａ列４番とすること。

ご記入上の注意事項等

１．高額介護合算療養費等支給申請について

（１）医療保険の自己負担額と介護保険の自己負担額を合計した結果、一定の限度額を超えた場合に、その超えた額が高額介護合算療養費（高額医療合算介護（予防）サービス費）として支給されます。

（２）各資格情報欄については、申請対象年度末日（記載年の７月末日）に加入する医療保険（介護保険）の資格情報を記載して下さい。

（３）国民健康保険資格情報の続柄欄、「2.擬制世帯主」とは世帯員が国保の被保険者であるが、世帯主は国保の加入者ではない場合を指します。

（４）計算期間の始期及び終期の間に加入する医療保険（介護保険）に変更があった場合、保険者加入暦欄に以前に加入していた医療保険（介護保険）の保険者名称（広域連合名称）と加入期間を記載し、

また同保険者（広域連合）加入時の自己負担額証明書を添付する場合には同証明書整理番号を記載して下さい。添付する同証明書がない場合には、「添付なし」と記載して下さい。

なお、申請対象年度末日に加入している医療保険（介護保険）については、当該保険者加入歴欄への記載は不要です。

（５）複数名の支給額の同一口座への振込を希望する場合、該当者の振込口座記載欄（金融機関名から口座名義人まで）は記載せず、振込先口座管理番号欄に希望振込先口座の口座管理番号を記載して

下さい。

例）口座管理番号２の被保険者への支給額を、口座管理番号１の被保険者の口座へ振り込んでほしい場合、口座管理番号２の被保険者の振込口座記載欄は記載せず、振込先口座管理番号欄に１と

記載する。

（６）備考欄には、以下の内容を記載して下さい。

①国民健康保険、後期高齢者医療の被保険者

・当該医療保険者（広域連合）の所在地、及び同医療保険者における計算期間内の受診歴（以前に加入していた医療保険者における受診歴は記載する必要はありません。）

②健保組合等被用者保険の被保険者で介護保険の被保険者

・健保組合等被用者保険の名称、所在地、及び同保険者における計算期間内の受診歴

③死亡・海外移住・生保適用等により計算期間の途中に被保険者資格を喪失した者（ただし、介護保険適用除外施設入所・他保険者への転出による資格喪失者を除く）

・被保険者資格を喪失した年月日、被保険者資格を喪失した事由

（７）国民健康保険における高額介護合算療養費は、世帯主・世帯員の支給合計額が世帯主（擬制世帯主）の口座に振り込まれることとなりますので、ご留意下さい。

（８）２名を超える対象者を記載する場合等、複数枚に渡ることがわかるよう、右下の頁欄に全体の枚数と何枚目かを記載して下さい。

（９）介護保険被保険者証が交付されていない介護保険被保険者については、介護保険情報（保険者番号、被保険者番号、保険者の名称、加入期間）の記載は不要です。

（１０）介護保険で給付制限を受けており、自己負担が３割となっている方については、その給付制限期間中は自己負担額が零として計算されることとなり、高額医療合算介護（予防）サービス費の支給

ができない場合があります。

２．自己負担額証明書交付申請について

（１）自己負担額証明書の交付を申請する場合、必ず同じ市町村の保険者番号を記載して下さい（２以上の市町村の保険者番号を記載しないで下さい）。

（２）各医療保険（介護保険）資格情報ごとに、複数保険者分の自己負担額証明書が必要である場合、それぞれの保険者へ申請する必要があります。

保険者記入上等の注意事項

１．複数枚に渡る支給申請の受付時において、右上の支給申請書整理番号には提出者単位で同一の番号を記載すること。

２．支給申請書整理番号は以下の番号体系とすること。

「ＧＹＹ（申請対象年度和暦、平成の場合、Ｇは“４”）＋保険者番号８桁（介護保険者の場合、先頭２桁を“９９”とする）＋保険者が付する通し番号６桁」（計１７桁）

なお、保険者が付する通し番号は、申請対象年度ごとに申請受付順に１から付番すること。

３．保険者加入歴に介護保険（総合事業）自己負担額証明書の情報（保険者名、加入期間、添付の自己負担額証明書整理番号）が記載されている場合、介護保険者においてのみ使用するため、

医療保険者は、システムへの登録を行わないこと。

なお、介護保険（総合事業）自己負担額証明書整理番号の番号体系については、以下のとおり。

「証明対象年度西暦（４桁）＋“９８”＋保険者番号（６桁）＋保険者が付する通し番号（８桁）」





備考
１．この用紙は、日本工業規格Ａ列４番とすること。

記入上の注意事項
１

２

３

４

５

６ ．【保険者連絡用】の（計算結果送付先）については、計算結果の送付先が（問い合わせ先）と異なる場合
のみ記載すること。

．「証明対象年度」欄には、「対象となる計算期間」欄の開始年月日が属する年を記載すること。

・「自己負担額証明書整理番号」は以下の番号体系にて採番した番号を記載すること。
「証明対象年度西暦（４桁）＋９９＋保険者番号（６桁）＋保険者が付する通し番号（８桁）」
なお、保険者が付する通し番号は、証明対象年度ごとに発行順に１から付番すること。

．「対象となる計算期間」中に、当該介護保険において複数の被保険者期間を有する等により被保険者番号
が複数ある場合は、次のいずれかにより記載すること。
① すべての被保険者番号に係る被保険者期間を通算して記載する場合

「被保険者番号」欄には基準日の直近に使用していたもののみを記載すること。
また、被保険者期間に空白期間がある場合については、「計算期間において被保険者であった期間」欄の

初日については、計算期間中の最初の資格取得日（計算期間の初日以前の資格取得の場合は計算期間の初
日）を、同欄の末日については、計算期間中の最後の資格喪失日の前日を記載することとし、その間の資格
取得日及び資格喪失日（空白期間に係るものに限る。）をそれぞれの日が属する月の「摘要」欄に記載する
こと。

例．４月１日に資格喪失し、５月１日に再度資格取得した場合
４月分の摘要欄：「４月１日資格喪失」 ５月分の摘要欄：「５月１日資格取得」

② 被保険者番号ごとに証明書を発行する場合
「被保険者番号」欄及び「計算期間において被保険者であった期間」欄には、当該証明書に記載する被保

険者期間に係るものを記載すること。

．「対象となる計算期間」中に給付制限を受けており、自己負担が３割となっている期間については、該当
月の「自己負担額」欄（「うち７０歳～７４歳の者に係る自己負担額」欄）には零を記載し、「摘要」欄に
「給付額減額」と記載すること。

．【保険者連絡用】の（問い合わせ先）については、自己負担額証明書の提出先の保険者からの照会に対応
可能な連絡先を記載すること。





備考
１．この用紙は、日本工業規格Ａ列４番とすること。

記入上の注意事項
１

２

３

４

５

６ ．【保険者連絡用】の（計算結果送付先）については、計算結果の送付先が（問い合わせ先）と異なる場合
のみ記載すること。

．「証明対象年度」欄には、「対象となる計算期間」欄の開始年月日が属する年を記載すること。

．「自己負担額証明書整理番号」は以下の番号体系にて採番した番号を記載すること。
「証明対象年度西暦（４桁）＋９８＋保険者番号（６桁）＋保険者が付する通し番号（８桁）」
なお、保険者が付する通し番号は、証明対象年度ごとに発行順に１から付番すること。

．「対象となる計算期間」中に、当該介護保険において複数の被保険者期間を有する等により被保険者番号
が複数ある場合は、次のいずれかにより記載すること。
① すべての被保険者番号に係る被保険者期間を通算して記載する場合

「被保険者番号」欄には基準日の直近に使用していたもののみを記載すること。
また、被保険者期間に空白期間がある場合については、「計算期間において被保険者であった期間」欄の

初日については、計算期間中の最初の資格取得日（計算期間の初日以前の資格取得の場合は計算期間の初
日）を、同欄の末日については、計算期間中の最後の資格喪失日の前日を記載することとし、その間の資格
取得日及び資格喪失日（空白期間に係るものに限る。）をそれぞれの日が属する月の「摘要」欄に記載する
こと。

例．４月１日に資格喪失し、５月１日に再度資格取得した場合
４月分の摘要欄：「４月１日資格喪失」 ５月分の摘要欄：「５月１日資格取得」

② 被保険者番号ごとに証明書を発行する場合
「被保険者番号」欄及び「計算期間において被保険者であった期間」欄には、当該証明書に記載する被保

険者期間に係るものを記載すること。

．市町村において給付制限相当事業を行っている場合に、「対象となる計算期間」中に給付制限を受けてい
るときは、その期間については、該当月の「自己負担額」欄（「うち７０歳～７４歳の者に係る自己負担
額」欄）には零を記載し、「摘要」欄に「給付額減額」と記載すること。

．【保険者連絡用】の（問い合わせ先）については、自己負担額証明書の提出先の保険者からの照会に対応
可能な連絡先を記載すること。



下記のとおり証明いたします。

   平成 年 月 日

〒 －

【保険者連絡用】
（問い合わせ先）

〒 －
○○県○○市×××

介護保険課
電話番号 ９９９－９９９－９９９９

（計算結果送付先）
〒 －

○○市介護保険 自己負担額証明書

フ リ ガ ナ

氏 名

生年月日 性別 証明対象年度

対象となる計算期間 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日

計算期間において被保険者であった期間 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日

サービス提供年月 自己負担額
うち70歳～74歳の者に係る

自己負担額
摘要

自己負担額証明書整理番号

保険者番号 被保険者番号

６月分

７月分

平成２０年 ４月分

５月分

１０月分

１１月分

８月分

９月分

２月分

３月分

１２月分

平成２１年 １月分

６月分

７月分

４月分

５月分

計

（別添３） ※廃止

〒999-9999
○○県○○○市○○町1-2-3

介護 太郎 様



備考
１．この用紙は、日本工業規格Ａ列４番とすること。

記入上の注意事項
１

２

３

４

５

６

．「証明対象年度」欄には、「対象となる計算期間」欄の開始年月日が属する年を記載すること。

・「自己負担額証明書整理番号」は以下の番号体系にて採番した番号を記載すること。
「証明対象年度西暦（４桁）＋９９＋保険者番号（６桁）＋保険者が付する通し番号（８桁）」
なお、保険者が付する通し番号は、証明対象年度ごとに発行順に１から付番すること。

．「対象となる計算期間」中に、当該介護保険において複数の被保険者期間を有する等により被保険者番号
が複数ある場合は、次のいずれかにより記載すること。
① すべての被保険者番号に係る被保険者期間を通算して記載する場合

「被保険者番号」欄には基準日の直近に使用していたもののみを記載すること。
また、被保険者期間に空白期間がある場合については、「計算期間において被保険者であった期間」欄の

初日については、計算期間中の最初の資格取得日（計算期間の初日以前の資格取得の場合は計算期間の初
日）を、同欄の末日については、計算期間中の最後の資格喪失日の前日を記載することとし、その間の資格
取得日及び資格喪失日（空白期間に係るものに限る。）をそれぞれの日が属する月の「摘要」欄に記載する
こと。

例．４月１日に資格喪失し、５月１日に再度資格取得した場合
４月分の摘要欄：「４月１日資格喪失」 ５月分の摘要欄：「５月１日資格取得」

② 被保険者番号ごとに証明書を発行する場合
「被保険者番号」欄及び「計算期間において被保険者であった期間」欄には、当該証明書に記載する被保

険者期間に係るものを記載すること。

．「対象となる計算期間」中に給付制限を受けており、自己負担が３割となっている期間については、該当
月の「自己負担額」欄（「うち７０歳～７４歳の者に係る自己負担額」欄）には零を記載し、「摘要」欄に
「給付額減額」と記載すること。

．【保険者連絡用】の（問い合わせ先）については、自己負担額証明書の提出先の保険者からの照会に対応
可能な連絡先を記載すること。

．【保険者連絡用】の（計算結果送付先）については、計算結果の送付先が（問い合わせ先）と異なる場合
のみ記載すること。





）
備考
１．この用紙は、日本工業規格Ａ列４番とすること。

記入上の注意事項
1．「備考」欄には、平成２０年度において計算対象期間が１２ヶ月となった場合に、“計算対象期間１２ヶ月での計算による
支給（計算対象期間１６ヶ月での計算より支給額大）”等、被保険者への計算対象期間にかかる説明等を記載すること。
その他、被保険者への連絡において留意すべき事項があればその内容を記載すること。

（



                         事 務 連 絡 

平成２８年１０月１１日 

 

 各都道府県介護保険主管部（局）御中 

 

  厚生労働省老健局介護保険計画課 

 

 

 

高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票の様式について 

 

 

 

 

 介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」という。）第 51 条の２に規

定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の２に規定する高額医療合算

介護予防サービス費の支給に係る申請手続の取扱いにおける、医療保険者が介

護保険者に対し高額医療合算介護サービス費の支給額等について連絡する高額

介護合算療養費等支給額計算結果連絡票の様式については、「高額介護合算療

養費等支給額計算結果連絡票の様式について」（平成 21 年１月 16 日付け厚生

労働省老健局介護保険課長事務連絡）においてお示ししているところです。 
今般、介護保険者において介護予防・日常生活支援総合事業における高額医

療合算介護予防サービス費相当の事業に係る支給額計算を行う際にも、当該様

式を活用することとしたため、別紙のとおり、裏面の記入上等の注意事項欄に

介護予防・日常生活支援総合事業に係る保険者の名称の例を追記することいた

しました。本件について御了知の上、貴管内市町村、管内国民健康保険連合会

にその周知徹底をお願いいたします。 

  





備考
１．この用紙は、日本工業規格Ａ列４番とすること。

記入上等の注意事項

１．「対象年度」欄には、「計算対象期間」欄の開始年月日が属する年を記載すること。
２．「世帯負担総額」欄の記入額については、【計算結果の内訳】の①及び④の合計額と一致するものであること。
３．「介護等合算一部負担金等世帯合算額」欄の記入額については、【計算結果の内訳】の①及び⑤の合計額と一致するものであること。
４．「７０歳以上介護等合算一部負担金等世帯合算額」欄の記入額については、【計算結果の内訳】の①の合計額と一致するものであること。
５．「世帯支給総額」欄の記入額については、【計算結果の内訳】の⑧の合計額（括弧書きについては③の合計額）と一致するものであること。
６．「按分後の支給額」欄の記入額については、【計算結果の内訳】の対応する「対象者」の⑧の額（括弧書きについては③の額）と一致するものであること。
７．【問い合わせ先】については、当該連絡票の記入事項について、連絡先の保険者からの照会に対応可能な連絡先を記入すること。
８．【計算結果の内訳】欄の対象者は、上から医療保険被保険者（後期高齢者医療被保険者）、介護保険被保険者の順に記載すること。
９．介護保険者は、計算結果連絡対象者の所得区分が低所得者Ⅰで、【計算結果の内訳】欄に当該計算結果連絡対象者以外の介護被保険者がいる場合については、介護保険者における支給額再計算が
必要となる場合があるので、確認を行い再計算すること。

10．【計算結果の内訳】の「保険者名称」については、次の例によること。
全国健康保険協会→けんぽ協会 健康保険組合→○○健保 共済組合→○○共済
日本私立学校振興・共済事業団→私学共済 船員保険→船保 市町村国保→○○市国保
国民健康保険組合→○○国保組合 後期高齢者医療広域連合→○○県広域連合 介護保険（保険給付）→○○市介護

介護保険（総合事業）→○○市総合事業
11．【計算結果の内訳】の②及び⑥については、分数（NNNNNNNN/NNNNNNNN)で表示すること。
12．【計算結果の内訳】の③及び⑦については、端数整理後の数字を記入すること。
13．【計算結果の内訳】が1枚に収まらないときは２枚目以降を追加するものとし、「計」については、最終頁にのみ記入すること。また、２枚目以降については、【計算結果の内訳】以外の項目は記入しないこと。
14．「連絡票整理番号」については、連絡先の保険者からの照会時に照合可能な一意である番号を計算保険者にて記載すること。


